
信書便管理規程の変更認可申請の概要 

 

申請者 申請者の概要 主な変更内容 
変更予定 

年月日 

関

東 

１ 株式会社関東物流サー

ビス 

代表取締役社長 

三原 宏治 

設 立：昭和 60年 11月 5日 

住 所：埼玉県さいたま市北

区日進町一丁目 190

番地 

資本金：3,000万円 

事 業：一般貨物自動車運送

業（特別積合せ貨物

運送業を除く）、貨物

軽自動車運送業、運

送取次業、自動車賃

貸業、産業廃棄物収

集運搬業、倉庫業（冷

蔵倉庫業を除く）、他

に分類されないその

他の事業サービス

業、損害保険代理業、

中古自動車小売業 

信書便管理者の選任基準の変

更 

平成26年

2月25日 

近

畿 

２ 株式会社ジェイアール

西日本マルニックス 

代表取締役 

宮崎 好弘 

設 立：昭和24年5月20日 

住 所：大阪市淀川区木川東四丁

目14番20号 

資本金：8,000万円 

事 業：一般貨物自動車運送業、

貨物軽自動車運送業、警

備業、産業廃棄物処理

業、保険業、その他の運

輸に附帯するサービス

業 

信書便管理者の選任基準の変

更 

平成26年

4月1日 
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